
広島市告示（佐伯区）第３８号 

令 和 ８ 年 ４ 月 ２ ０ 日 

                   
 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４４第４項の規

定に基づき、佐伯区役所市民部市民課区出納員の事務の一部を次のとおり委任

させたので、同項後段の規定により告示します。 

 
 

              広島市長 松井 一實 

 
 
１ 委任を受けた区分任出納員 
  佐伯区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口） 

課長補佐 増田 有美     課長補佐 山本 里美 
主 幹  上原 ゆかり    主 査  楊井 信子 
主 査  原田 直美     主 事  宮本 華織 
主 事  花本 春海     主 事  高井 千帆 
主 事  角本 佳      主 事  柞磨 慎吾 
主 事  石木 杏奈 
日直員  大江 真弓     日直員  椙山 真介 
日直員  廣實 節子     日直員  角   静香 

 
 

２ 委任させた事務 
  広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）第２条第１１

号、第１４号及び第１６号に規定する手数料の収納 

 
 
３ 委任年月日 
  令和８年４月１日 

 
 
４ 委任期間 
  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 


